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Q：商品券はいくらで買えるのか？ 

A：500円券が 30枚つづりで 15,000円分の商品券を、1冊 10,000円で購入で
きます。 

 
Q：商品券はどれだけ得をするのか？（プレミアム分は？） 
A：商品券 1冊で、5,000円分がプレミアム分となります。（5,000円分お得で
す。） 

 
Q：購入対象者は商品券をどれだけ買えるのか？ 
A：購入対象者である世帯主 1人につき、2冊（30,000円分）まで、20,000円
で購入できます。 

 
Q：商品券はどうやって買うのか？ 
A：商品券を購入するには 2 つのものをお近くの販売所に持参してください。
①市が世帯主に郵送した「購入引換券」②身分証明書（運転免許証、健康保
険証等）または、公的機関から送付された郵便物など購入対象者の氏名・住
所を確認できるものが必要になります。 

 
Q：商品券はどこで買えるのか？ 
 A：市が世帯主に郵送した「購入引換券」の封筒に、商品券販売所一覧を同
封しておりますのでご確認ください。また、市公式 HP でも公開しておりま
す。 

 
Q：誰が商品券を購入できるのか？ 
A：令和 2年 7月 1日（水）以降、市に住民登録を有する世帯の世帯主が対象

です。 
 
Q：裾野市に転入してきた。商品券購入引換券はもらえないのか？ 
A：商品券購入引換券の送付は、令和 2年 7月 1日を基準日として抽出してお

りますが、7月 2日から 9月 30日までに裾野市に転入された世帯も対象と
なります。期間内の各月はじめに、前月の市内転入の世帯主へ引換券を郵
送予定です。 

 
Q：現在他市区町村に住んでいるが、裾野市から購入引換券が届いた。どうす

ればよいか？ 
A：今年の 7月 1日に裾野市にお住まいがあったとのことで、商品券購入引換

券を郵送しております。転出後も裾野市の商品券取扱店をご利用される予
定がありましたら、商品券を購入して使用していただいてかまいません。 
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Q：世帯主宛に引換券が届いたが、その後世帯主が亡くなった。引換券はどう
すればよいか？  
A：≪亡くなった世帯主に世帯員がいる場合≫ 
    新たな世帯主が「購入対象者署名（又は記名押印）」欄に署名し、その

横に「新世帯主」と記載したうえで引換券を持参し、購入することが可
能です。 

  ≪亡くなった世帯主に世帯員がいない場合≫ 
    引換券は無効となります。 
 
Q：亡くなった方の購入引換券は発行されますか？  
A：お亡くなりになった日が、今年の 7月 2日以降であれば購入引換券は送付

されます。 
 
Q：世帯主から DV をうけており、現在世帯主と別居している場合どうなりま
すか？ 
A：購入対象者になる可能性があります。裾野市産業振興課までお問合せくだ
さい。（電話番号：055-995-1825） 

 
Q：他市区町村へ転出することになった。購入引換券はどうすればよい？ 
A：転出後も裾野市の商品券取扱店をご利用される予定がありましたら、商品
券を購入し使用していただいてかまいません。ただし、商品券は裾野市内
の店舗でのみ利用可能ですのでご承知おきください。 

 
Q：世帯主本人ではなく代理人が購入する場合はどうしたらよいか？ 
A：代理人が商品券を購入するには 2つのものをお近くの販売所に持参してく
ださい。①市が購入対象者に郵送した「購入引換券」の「すそのんプレミア
ム付商品券購入に関する委任状」欄に購入対象者が記入済の「購入引換券」
②代理人の身分証明書（運転免許証、健康保険証等）または、公的機関から
送付された郵便物など購入対象者の氏名・住所を確認できるものが必要にな
ります。（購入対象者の身分証明書の持参は不要です。） 

 
Q：引換券があっても購入できないことはあるか？（購入は先着順か）  
A：22,000の全世帯に行き渡るよう、十分な冊数を用意しているので、引換券
1枚につき 2冊は必ず購入できます。 

 
Q：引換券が届かないがどうなっているのか？（隣の家には届いているが、我
が家は未着なのはなぜか？） 
A：7月 21日から発送を開始しています。全世帯の郵送が完了するのに時間が
かかるので今しばらくお待ちください。8月 3日を過ぎても、郵便物が届か
ない場合には、裾野市産業振興課までお問い合わせください。 

（電話番号：055-995-1825） 
 
Q：我が家は 2世帯で住んでいるが、引換券は 1枚しか届いていないがなぜか？ 
A：1 つの家に 2 世帯で住んでいても、住民票上一つの世帯として登録してい
る場合には、引換券は 1枚しか届きません。 
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Q：引換券の記載に誤り（外字等）があり、身分確認書類と相違があるがどう
したらよいか？ 
A：申し訳ありません。外字の場合、印刷の過程で文字化けしてしまう可能性
があります。お手元の引換券のまま商品券の購入が可能ですので、大変申
し訳ありませんが、お近くの販売所をご利用ください。 

 
Q：商品券購入時、領収証の発行はあるのか？ 
A：購入の際、販売窓口で領収証希望の旨伝えていただければその場で発行致
します。 

 
Q：引換券が届いたが、引換券に記載の住所や姓と身分証明書の住所や姓が異
なる。どうしたらよいか？（7/2以降に市外へ転居し住所が変わった、7/2以
降に結婚し姓が変わった等） 
A：転居前の裾野市住所や旧姓の記載がある旧身分証明書等をお持ちの場合は

商品券販売所へ持参してください。身分証明書等を全て更新済で旧住所や
旧姓を示す証明書や公的機関からの郵送物がない場合は、販売窓口で旧住
所や旧姓を述べていただければ販売致します。 

 
Q：引換券を複製したら何枚でも商品券を買えるのではないか？ 
A：引換券は偽造防止用紙を使用しており、複製した場合は「コピー」「複製」

の文字が現れます。複製品は排除できるため、引換券の複数回利用はでき
ないようになっています。 

 
Q：本人確認の書類に引換券を含めてよいのか？（引換券も公的機関からの郵
便物のため） 
A：引換券は公的機関から送付された郵便物に含めません。引換券とは別に公

的に送付された郵送物等を持参してください。 
 
Q：本人確認は写真付き証明を求めるのか？ 
A：写真は不要です。ただし、「住所」と「名前」の記載がない証明書（例え

ば、社員証など）は原則不可となります。 
 
Q：（引換券が交付されると）商品券は必ず購入しなければならないのか？ 
A：必ず商品券を購入しなければならないものではありません。また、対象者

1人につき 2冊まで買えますが、その中で必要部数ご購入いただけます。 
 

Q：購入引換券を紛失してしまった。再発行してもらえるか？ 
A：申し訳ございませんが、購入引換券の再発行はできません。 
 
Q：商品券は 2冊まで買えるが、1度に買わなければならないのか？ 
A：1 度に買わなければならないということではありません。販売期間中（7

月 29日～10月 15日）であれば、1冊ずつ分けて購入することができます。 
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Q：商品券はどこで使えるのか？ 
A：商品券取扱店は、市公式 HP で公開しております。また、商品券販売時、

商品券取扱店一覧をお渡ししております。事前にチラシが必要な場合には、
裾野市役所地下多目的ルームの特設窓口か裾野市商工会で配布をしてお
ります。（7月 14日時点の取扱店一覧は、別紙 2参照） 

  ※商品券一覧に掲載している QR コードを読み込んでいただくと、最新の
商品券取扱店情報を確認できます。 

 
Q：いつ商品券は購入できるのか？ 
A：令和 2年 7月 29日（水）から令和 2年 10月 15日（木）までです。 
 
Q：2 回に分けて購入する対象者でかつ、購入は代理人が行う場合。1 回目購
入の代理人と 2 回目購入の代理人が異なる場合は、代理人記入欄がひとつし
かないがどうしたらよいのか？ 
A：代理人等の記載欄に 2人分の代理人情報を記載してください。 
 
Q：代理人の範囲は？ 
A：委任欄に記載があれば、代理人の素性を問いません。（施設の管理者や近

所の知人・友人等も可）、委任状の記載欄と引換券持参者が一致すれば購
入可能です。（例として、施設管理者 1名が施設入居者 50人分の引換券を
持参した場合も身分を確認した上で販売可。） 

 
Q：代理人の記載欄は代理人が記入してよいか？ 
A：委任状の「代理人等の氏名」「代理人等の住所」「購入対象者との関係」「購

入対象者署名（又は記名押印）」欄は、原則購入対象者が記載してくださ
い。 

 
Q：商品券の利用期間は？ 
A：令和 2年 8月 1日（土）から令和 2年 10月 31日（土）までです。 
 
Q：商品券を紛失してしまった。再発行してもらえるか？ 
A：申し訳ございませんが、商品券の再発行はできません。 
 
Q：商品券を購入した後、欠損、汚損を見つけたがどうしたらよいか？ 
A：原則、欠損、汚損等による商品券の交換はできません。そのため、商品券
購入時、商品券の中を確認していただいております。ただし、明らかに印
刷段階でのミスと判断できるもののみ、交換対応ができる可能性がありま
すので、該当商品券を市役所産業振興課まで持参してください。現状を確
認し、判断させていただきます。 

 
Q：使える店舗が少ないがどうにかならないか？ 
A：広報紙や報道提供でも商品券取扱店登録を呼び掛けています。登録は 10
月 15日まで可能ですので、ご希望の店舗登録の更新がないか適宜市公式 HP
やアプリでご確認ください。また、市内の事業所・店舗であれば原則登録
可能です。 



令和 2 年 7 月 29 日 版 

6 

（別紙 1） 
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（別紙２） 

 


